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はじめに 
協働が求められる背景 

市民にとって最も身近な行政組織である市町村においては，地方分権の推進による自立

型の都市経営が求められる中，少子高齢化の進展や人口減少社会の到来のほか，社会保

障関係費の増大による歳出環境の悪化などにより，厳しい行財政運営を強いられています。

一方で，市民ニーズが個別化・多様化し，加えて，職員数の減少傾向が顕著となる中で，

行政だけでこれらのニーズに対応することはもはや限界に達し，「公共サービス提供主体」＝

「行政だけで提供」という構図の維持は困難になっている状況です。このような中，当市は市

民との協働によるまちづくりを推進しており，「一人ひとりができること」「仲間や地域ができるこ

と」「行政が行うこと」をそれぞれが認識し，「住み続けたいまち」「住んでみたいまち」の構築

を共通の目標に据え，その実現に向けて市民と行政がそれぞれの立場で何ができるのか，

何をするべきかを理解し，お互いの信頼のもとに連携，協力してまちを育てるための取り組み

を進めています。 

これまでの経緯・今後について 

当市の住民自治制度の歴史をさかのぼりますと，市制施行直後の昭和２９年１０月

に「龍ケ崎市区長設置条例」を制定し，市長が区長及び班長を非常勤の特別職とし

て委嘱する，いわゆる「区長制度」がスタートしました。 

その後，竜ヶ崎ニュータウン北竜台地区への入居が始まった昭和５７年以降，ニュ

ータウン地区においては，それまでの「区」ではなく，「自治会」を組織するようになり，そ

の後，区と自治会の二つの形態が存在する時期が続いておりました。 

 しかし，住民自治の一層の推進を図る観点から「龍ケ崎市区長設置条例」を平成２

１年３月末をもって廃止し，住民主体の自治組織へ移行し，現在に至っています。 

その後，住民自治組織連絡協議会は平成２１年４月に発足し，現在１７９の区・自治会・

町内会等により組織されています。平成２５年からは，コミュニティセンター単位の中核的な

地域コミュニティ（以下，「地域コミュニティ協議会」）が設立され，現在，市内１３の全ての地

区で活動が展開されております。 

しかし，最初に設立した地域コミュニティ協議会については，設立後６年が経過しており，

住民自治組織や行政（市）との役割分担の確認が必要となっています。このガイドラインでは

活動の具体例を示しながら，今後の地域課題やその解決に向けた活動について考えていき

たいと思います。 

                 

            令和２年２月 

龍ケ崎市住民自治組織連絡協議会 

                                      龍ケ崎市市民生活部 コミュニティ推進課 
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Ⅰ．ガイドラインの趣旨 

住民自治組織と地域コミュニティ協議会の活動を改めて確認・整理し，今後の地域

課題の解決に向けた活動の検討に繋げていく資料とします。 

 

Ⅱ．住民自治組織と地域コミュニティ協議会の組織概要 

１．住民自治組織（区・自治会・町内会など）とは 

  一定の地域（町・丁目・小字など）の住民によって自主的に組織された団体のことで，組織に

よって「○○区」「○○自治会」「○○町内会」などありますが，総称して「住民自治組織」とい

います。 

活動の目的は，地域の住民が集まり，親睦を深めながら地域の輪を広げ，自分たちの生活に関

わる共通の問題に自ら取り組み，これらを解決し，豊かで住みやすい地域社会をつくることにあ

ります。 

 

 

 

●龍ケ崎市内の住民自治組織 

  ◎ 平成３１年４月１日現在，龍ケ崎市には１７９の住民自治組織があります。 

  ◎ 名称は，区・自治会・町内会など様々で，各住民自治組織ごとに特色のある活動を展開して 

います。 

地区名 組織数 地区名 組織数 地区名 組織数 

龍ケ崎地区 24 川原代地区 13 八原地区 20 

龍ケ崎西地区 10 松葉地区 10 城ノ内地区 10 

大宮地区 15 長山地区 9 長戸地区 7 

北文間地区 9 馴馬台地区 14  

馴柴地区 28 久保台地区 10 【合計】 179 

   

住民自治組織（区・自治会・町内会等）

世帯

個人

班

住民自治組織連絡協議会

（住民自治組織の地区の代表者で構成）

班

個人

世帯

【住民自治組織連絡協議会】 

住民自治組織の代表者で構成してい

ます。住民自治組織相互の連絡調整，

情報交換等を行い，住みよいまちづく

りを推進することを目的しています。 
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２．地域コミュニティ協議会とは 

  市内１３のコミュニティセンターを単位とし，住民自治組織を中心に，防犯連絡員・民生委員

児童委員・PTA・その他団体によって組織され，互いに情報を共有し，連携協力しながら地域課

題の解決に向けた活動を行っています。 

 

 ●龍ケ崎市内の地域コミュニティ協議会 

  ◎ 市内全地区で１３の協議会があります。 

  ◎ 名称は，各地区において様々で，各協議会ごとに特色のある活動を展開しています。 

地区名 地域コミュニティの名称 設立時期 

川原代地区 川原代ふれあい協議会 平成 25年 4月 

龍ケ崎地区 龍ケ崎地域コミュニティ協議会 平成 25年 4月 

北文間地区 北文間コミュニティ協議会 平成 25年 4月 

龍ケ崎西地区 龍ケ崎西コミュニティ協議会 平成 25年 4月 

馴柴地区 馴柴まちづくり協議会 平成 25年 5月 

長山地区 長山地域コミュニティ協議会 平成 25年 5月 

城ノ内地区 城ノ内コミュニティ協議会 平成 25年 6月 

八原地区 八原まちづくり協議会 平成 26年 4月 

大宮地区 大宮ふるさと協議会 平成 27年 4月 

久保台地区 久保台小学校区わくわく協議会 平成 28年 5月 

長戸地区 長戸コミュニティ協議会 平成 28年 5月 

馴馬台地区 馴馬台地域ひなっこ協議会 平成 30年 6月 

松葉地区 松葉小学校区協議会 令和元年 5月 

 

 

 

防犯連絡員 住民自治組織

自主防災組織

消防団

長寿会

民生委員

児童委員

その他団体

PTA

地域コミュニティ協議会

（地域課題の解決）

（地域内住民の交流促進）

子ども会
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Ⅲ．住民自治組織，地域コミュニティ協議会及び行政（市）の役割 

１．住民自治組織の役割 

   住民自治組織は，住民にとって最も身近なコミュニティ組織であり，地域の生活に密着した

活動の実施が求められています。住民同士の親睦交流を深める活動をはじめ，行政（市）に対

する住民の意見・要望の取りまとめ，行政（市）との協働による活動などに取り組んでいます。  

具体的には，お祭りの実施，防犯灯やゴミ集積場の管理，地域集会施設の維持・管理などが

これにあたります。 

   主な活動として，以下のような活動が考えられます。 

 

①住民自治組織の活動の一例 

（１）自主的活動 

 夏祭り 

 バス旅行 

 集会施設の管理 

 子ども会に対する支援 

 地域内住民の意見調整，行政（市）への提言 

 地域コミュニティ協議会活動への参加 

（防犯パトロール・小学校との合同防災訓練・花いっぱい運動・コミセン祭り・敬老会 等） 

（２）行政（市）との協働による活動 

防犯灯の維持管理 

カーブミラーの維持管理 

区・自治会・町内会単位の防災訓練 

 資源物の回収の促進・啓発 

ごみ集積所の維持管理 

市内一斉清掃への参加・協力 

公園の美化・清掃活動（公共施設里親制度） 

廃棄物減量等推進委員（ごみ減らし隊）の推薦 

市及び関係機関刊行物の配付・回覧 

災害時避難行動要支援者への対応（自主防災組織） 

（３）社会福祉協議会からお願いをしているもの 

各種募金活動への協力（日本赤十字社，社会福祉協議会等） 

 

②現状と課題 

住民自治組織の活動は，地域住民の理解と協力が必要ですが，現在，多くの組織で次のような

課題が見られます。 

（１） 加入率の低下 

アパートやマンションなどの集合住宅の住民を中心に未加入の世帯がある。 



4 

 

（２）活動参加率の低下 

    地域活動への参加者や協力者が少ない。 

（３）役員選出の困難 

    仕事や高齢であることを理由に役員を引受ける住民が少ない。 

（４）取組内容 

    住民自治組織によって活動が活発である組織とそうでない組織がある。 

 

２．地域コミュニティ協議会の役割 

地域コミュニティ協議会は，各種団体の枠組みを越えて情報交換や，協力を行うことによっ

て，各種団体の「点の活動」を地域全体の「面の活動」にする役割が期待されています。住民

自治組織だけでは実施が困難な活動や非効率な活動などを地域内の各種団体等と連携協力し，

コミュニティセンター単位で取り組むことができます。 

主な活動として，以下のような事業が考えられます。 

 

①地域コミュニティ協議会の活動の一例 

（１）自主的活動 

防犯パトロール 

登下校サポート，あいさつ声掛け運動 

防犯懇談会 

AED講習会 

小学校・コミュニティセンターの環境美化 

通学路の除草 

花いっぱい運動 

コミセン祭り 

運動会 

輪投げ大会 

ペタンク大会 

グラウンドゴルフ大会 

伝統行事 

サマーキャンプ 

バス旅行 

囲碁・将棋大会 

カラオケ大会 

餅つき大会 

敬老会 

歩け歩け大会 

健康や福祉に関する講座の実施（いきいきヘルス体操・ウォーキング等） 

広報紙の発行 

地域内住民の意見調整，行政（市）への提言 
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子どもの居場所づくり 

音楽会・映画会・講演会の実施 

区・自治会・町内会の活動支援（応援金の交付） 

（２）行政（市）との協働による活動 

小学校との合同防災訓練 

地区防災計画の策定 

市長との意見交換会 

 

②現状と課題 

  地域コミュニティ協議会は，住民自治組織や各種団体等の連携協力があってこそ成り立つ組織

ですが，それゆえに住民自治組織同様，次のような課題が見られます。 

（１）協議会委員の高齢化 

委員の多くは，協議会設立時から活動されている。委員も多数おり（協議会によって

も異なるが），委員の高齢化と，それに伴う後継者の確保が課題となっている。 

（２）活動の継続性の確保 

住民自治組織の代表者は，協議会の委員となるが，その任期（１年）の関係から年度

ごとに委員の顔ぶれが大きく変わる例が見られる。このことから協議会活動に精通した

委員が少なく，活動の継続性が確保しにくい場合がある。このことにより，今後の地域

課題の解決に取組むことも困難である。 

（３）行事への参加者が少ない 

（４）活動（事業）の見直し 

   以前から継続している活動のほか，協議会設立後にスタートした新たな活動もあり，

活動が増加している。これに委員の高齢化も加わり，活動実施にあたり負担感が増して

いる。 
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３．行政（市）の役割 

   行政（市）の役割は，住民自治組織や地域コミュニティ協議会と連携するとともに，その活

動の支援を行います。 

住民自治組織に対しては，奨励金の支給・その他相談窓口（ごみや防犯灯等）をしておりま

す。 

   地域コミュニティ協議会に対してもコミュニティ補助金の交付，地域担当職員の配置，活動

拠点となるコミュニティセンターの整備などを行っています。 

 

①活動支援の一例 

住民自治組織への支援 地域コミュニティ協議会への支援 

区・自治会・町内会へ活動推進奨励金の支給 

自主防災組織についての相談・支援 

空家等に関する相談への対応 

防犯灯，防犯カメラの設置補助等 

ゴミ集積所に関する相談への対応 

出前講座の実施 

地域コミュニティ補助金の交付 

地域担当職員の配置 

コミュニティセンターでの支援（事務局を担当） 

小学校との合同防災訓練の実施 

地区防災計画の策定の相談・支援 

出前講座の実施 

  

地域コミュニティ

協議会

地域担当職員

ｺﾐｭﾆﾃｨ補助金

情報提供

相談等

申請・交付

奨 励 金

住民自治組織

（区・自治会・町内会等）
住民自治組織連絡協議会

行

政

（市）

事 務 局



7 

 

②地域と行政（市）が協働で行っている活動（事業） 

住民自治組織 地域コミュニティ協議会 

防犯灯の維持管理 

カーブミラーの維持管理 

区・自治会・町内会単位の防災訓練 

 資源物の回収の促進・啓発 

ごみ集積所の維持管理 

市内一斉清掃 

公園の美化・清掃活動（公共施設里親制度） 

廃棄物減量等推進委員（ごみ減らし隊）の推薦 

市及び関係機関刊行物の配付・回覧 

災害時避難避難行動要支援者への対応 

小学校との合同防災訓練 

地区防災計画の策定 

市長との意見交換会 
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Ⅳ．今後の課題等について 

 ①課題の集約（住民自治組織・地域コミュニティ協議会） 

  課題解決を目指すには，今何が問題になっているかを考え，洗い出すことが必要とな

ってきます。その中で，単体や共通の課題が整理されてきます。方法としては，住民自

治組織や地域コミュニティ協議会の会合の場で情報共有や意見交換を行うほか，必要に

応じてはアンケート調査の実施も考えられます｡ 

 

 ②後継者づくり（住民自治組織・地域コミュニティ協議会） 

充実した活動を円滑に進めるためには，顔の見える関係づくりや参加しやすい環境づ

くり，参加者の中から次世代の担い手の確保をしていくことが大切です。会長職の方は，

常に後継者の育成を考え，活動の中心となることが期待される方には，積極的に各行事

の責任者を務めてもらうことが必要です。 

 

③加入者増加に向けた取り組み（住民自治組織） 

 アパートなど集合住宅居住世帯では住民自治組織に加入しない場合があります。現在

も，役員を中心に加入するよう働きかけを行っているところです。住民自治組織では，ご

み集積所の管理をはじめ，日常生活に密着した活動を行っていることを説明し，活動へ

の理解・協力をいただけるよう継続した勧誘が大切です。 

 また，仕事や高齢により活動への参加・協力，あるいは役員になることが困難であると

して，住民自治組織に加入しない（または脱退）世帯があります。これらの世帯に対して

は，負担軽減への配慮が必要と考えられますが，地域全体の高齢化が進んでいる現実も

あります。 

 

④活動の継続性の確保（地域コミュニティ協議会） 

住民自治組織の代表者は，協議会の委員となりますが，その任期（１年）の関係から年

度ごとに委員の顔ぶれが大きく変わる例が見られます。このことから協議会活動に精通

した委員が少なく，活動の継続性が確保しにくい状況なります。また，今後の地域課題の

解決に取組むことも困難な状況となっていきます。 

 

 ⑤運営方法の見直し（住民自治組織・地域コミュニティ協議会） 

  祭りや交流事業など多くの活動を行っていますが，高齢化が進む中，これまでの運営

が困難となってきました。一定の役割を終えた事業に関しては，規模縮小か廃止を検討

することも必要です。併せて，これからの地域課題に対応するための事業の検討を行う

必要もあります。 

  

 ⑥市職員（地域担当職員）と地域コミュニティ協議会との連携（行政） 

  現在，各地域コミュニティ協議会に５名の「地域担当職員」を配置しています。地域

担当職員は，協議会の会合に参加し，地域の実情やニーズを把握しながら，地域と市役

所関係課とのパイプ役として，地域課題を解決するための協力や活動するために必要な



9 

 

行政情報を提供しています。最初の協議会が設立されて６年が経過したところですが，

職員数の減少，会議が休日開催であるため負担が大きくなるなど，活動支援の内容や配

置人数の見直しの時期になってきます。 

  

Ⅴ．まとめ 

 「Ⅳ．今後の課題等について」を見ていくと，住民自治組織・地域コミュニティ協議会

の共通部分があります。地域コミュニティ協議会の中心組織である住民自治組織の活動が

低迷していきますと，今後，双方に影響が出てくることが危惧されます。また，地域社会

においては一層の少子高齢化，人口減少が予想されるところであり，住民自治組織の活動

や地域コミュニティ協議会の活動は，今後，内容や方法の見直しが必要となってくるもの

と思われます。市（コミュニティ推進課）としましても，これらをテーマとした先進事例

の調査研究をはじめ，地域住民の皆さんとの話し合いを継続して進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「住民自治組織 地域コミュニティ協議会 活動のガイドライン」に関する問い合わせ 

  龍ケ崎市市民生活部 コミュニティ推進課 コミュニティ推進グループ 

  電話番号 ０２９７－６４－１１１１（内線４３７） 


